
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交通事故で受け取った治療費、慰謝料、損害賠償金      

Ｑ：交通事故に遭い、加害者から治療費や

慰謝料、損害賠償金を受け取りました。これ

らは、どのように取り扱われますか？                            

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

交通事故で、被害者が受け取る治療費や慰

謝料、損害賠償金などは、原則として、非課

税になりますが、損害賠償金のうちに、被害

者の必要経費に算入される金額を補てんする

ための金額が含まれている場合には、次のよ

うに取り扱われます。 

①商品の配送中の事故で使いものにならなく

なった商品について損害賠償金などを受け取

ったケース・・・事業所得の収入金額となり

ます。 

②車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合

で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借す

るときの賃借料の補償として損害賠償金など

を受け取ったケース・・・事業所得の収入金

額となります。 

③事故により事業用の車両を廃車とする場合

で、その車両の損害について損害賠償金など

を受け取ったケース・・・車両の損害に対す

る損害賠償金などは非課税となります。ただ

し、車両について資産損失の金額を計算する

場合は、損失額から損害賠償金などによって

補てんされる部分の金額を差し引いて計算し

ます。なお、この場合、損害賠償金などの金

額がその損失額を超えたとしても、全額が非

課税となります。 
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